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大鰐町では、みなさんの『まちづくり活動』を応援します！！ 

 

 

 

 

 

 

 

募集要項 
 

◇住民参加型まちづくり事業とは？ 

 地域における住民の参画と協働によるまちづくりを進めるため、自主的又は

主体的に取り組む住民団体の活動に助成金を交付する事業です。予算の範囲内

において、皆さんのまちづくり活動が、地域に根差した継続的で自立した事業へ

と発展するよう支援します。 

（※ただし、本事業は令和８年度予算案が可決された場合に事業実施となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

令和８年度 

住民参加型まちづくり事業 

選考により、上限５０万円の助成金を交付します。 

【１次募集】 

事業実施期間 令和８年４月１日～令和９年３月 3１日 

 
募集期間    令和７年１２月１９日(金)～令和８年１月２３日(金) 

 

【２次募集】 
事業実施期間 令和８年８月１日～令和９年３月３１日 

 
募集期間    令和 8 年５月１日(金)～５月２９日(金) 

〈お申込み・お問い合わせ〉 

大鰐町企画観光課 企画係 

〒038-0211 大鰐町大字大鰐字羽黒館５番地３ 

ＴＥＬ：0172-55-6561（内線 235） 

ＦＡＸ：0172-47-6742 
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補助金の交付の対象となる団体は、次の要件をすべて満たしている必要があ

ります。（応募は１団体につき１事業です。） 

①構成員が５人以上であること 

  ②町内に事務所又は活動場所を有する団体（NPO、ボランティアグループ、 

町民の活動団体、町内会等） 

③組織の運営に関する規則（規約、会則等）を有していること 

  ④継続かつ計画的に事業を行うことが可能であること 

  ⑤予算、決算の管理が適切に行われていること 

  ⑥原則として、１年以上継続して活動する見込みがあること 

⑦政治、宗教又は営利を目的とする団体ではないこと 

  ⑧暴力団等と関係を有していないこと 

 

 

 

 

補助の対象となる事業は、地域の課題解決や活性化を目的に実施する公益性

のある事業で、次の各号のすべての要件を満たしている必要があります。 

 ①対象団体が主体的に企画する事業 

 ②対象団体が自主的に実施することが可能な事業 

 ③公益的又は社会貢献的な事業 

 ④地域課題の解決が図られる事業 

 ⑤地域活性化の効果や成果が具体的に期待できる事業 

 ⑥予算の見積等が適正である事業 

 ⑦補助金の交付の決定があった日の属する年度内に完了する事業 

 

ただし、以下のいずれかに該当する活動は対象になりません。 

 ・営利を目的とする事業 

 ・特定の個人や団体が利益を受ける事業 

 ・政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業 

 ・町の他の補助金の交付を受け、又は受ける見込みである事業 

 ・国、県及びその他の機関から補助金を受け、又は受ける見込みである事業 

 ・町との共催による事業 

 ・法令、条例等に違反する事業 

 ・その他公序良俗に反する事業 

 

 

対象団体 

対象事業 
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項 目 対 象 と な る 経 費 

報償費 外部講師や専門的技術を有する協力者への謝礼等 

旅費 

講師等への交通費、宿泊費 

（町内で自家用車を利用する場合において、燃料費に代

わって支給するものを含む。） 

消耗品費及び原材

料費 

補助事業の実施に直接必要な消耗品費・原材料費 

食糧費 外部講師の飲食代（一人につき上限 2,000 円） 

外部講師、団体構成員及びスタッフの作業時の熱中症対

策のための飲料代（一人につき上限 200 円） 

昼食時又は夕食時をまたぐイベント事業等において参

加者に提供する飲食物代（一人につき上限 500 円） 

※食糧費は、補助対象経費の１０％以内とする。 

なお、団体構成員及びスタッフの飲食代・事業終了後の

打ち上げ代及び飲酒代は、含まれません。 

燃料費 作業等に必要な機材・車両等の燃料費 

印刷製本費 ポスター・チラシ、資料等の印刷代・コピー代など 

通信運搬費 周知・連絡等に要する郵便料等 

保険料 参加者等に係る保険料 

使用料及び賃借料 会場使用料、車両・機械等の借上料 

備品購入費 補助事業の実施に直接必要な備品購入費 

※備品購入費は、補助対象経費の２分の１以内とする。 

その他 
審議会の意見を聴いて町長が必要と認めたもの 

※対象経費判定については、個別に経費の内容を審査 

 

 

 

 

補助申請額又は上限５０万円のいずれか低い額（千円未満切り捨て） 

※ 補助金の交付は、同一年度内において１団体につき１事業とします。 

※ 補助する金額は、住民参加型まちづくり事業審議会で活動や企画の内容・ 

予算等を審議した上で決定します。 

 

 

 

対象経費 

補助金の額 
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補助の対象となるのは、補助金の交付決定日から令和９年３月３１日までの

期間です。また、採択の決定を受けた後に行う「準備行為」にかかるものとし

て認められた経費は、補助対象とします。 

 実施期間 【１次募集】令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

      【２次募集】令和８年８月１日～令和９年３月３１日 

 

 

 

 

■応募受付期間・窓口 

 受付期間 【１次募集】令和７年１２月１９日(金)～ 

令和８年１月２３日(金)（土日祝を除く） 

      【２次募集】令和８年５月１日(金)～５月２９日(金)（  〃  ） 

 受付窓口：大鰐町役場企画観光課 企画係 

 受付時間：午前８時１５分から午後５時まで 

※受付時間内に来庁できない場合は、お電話にてご相談ください。 

応募書類 ①住民参加型まちづくり事業提案書（別紙１） 

②事業計画書（別紙２-①、２-②） 

③事業収支予算書（別紙３） 

④団体の概要及び活動実績調書（別紙４） 

⑤会員名簿（別紙５）（※別に名簿様式がある場合は、既存のものでも可） 

⑥規約・会則 

 

 

■事業の審査 

 提案事業は、「住民参加型まちづくり事業審議会」において審査され、その結

果をもとに、町長が採択の可否・補助金の額を決定します。 

審査は、応募書類の説明（プレゼンテーション）及び審議会委員によるヒアリ

ング（質疑応答）の内容をもとに行います。なお、審議会は、学識経験のある者、

地域団体の代表者、住民の代表者など委員１０名以内で組織されます。 

ただし、補助申請額が２０万円を超えない団体については、書類審査のみとし、

審議会でのプレゼンテーションは必須ではありません。 

審議会開催時期 【１次募集】令和８年２月中旬 

        【２次募集】令和８年６月下旬 

 

事業の実施期間 

手続きの流れ 
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■審査基準 

【審査項目】 

①公益性 社会公共的なまちづくりや地域づくりのための事業であること 

 ②必要性 地域社会における課題の解決を図ることが可能であること 

 ③実現性 企画内容及び実施体制が検討されており、実現性が高いこと 

 ④将来性 地域活性化の効果や成果が具体的に期待できること 

 ⑤費用の妥当性 予算が具体的で、事業の内容・規模に合った予算であること 

【審査の採点】 

 採点は、２５点満点（審査項目５項目×５点）により評価を行います。 

【決定の方法】 

 委員全員の採点を団体ごとに合計し、その平均点が 5 割（12.5 点）未満の

場合は、当該団体に補助金を交付しないものと判定します。 

なお、交付決定が３回以上の事業若しくは団体については、出席委員の合計

の平均点が７割（17.5 点）未満であり、各審査項目の平均点が３点未満の場

合、当該団体に補助金を交付しないものと判定します。 

 

 

■選考結果の通知 

 補助対象事業の選考結果（採択・不採択）について、郵送で通知します。事

業が採択された団体には、補助金を受けるために必要な書類（様式第１号、第

７号、第１０号）を同封します。 

 

 

■補助金の決定・交付 

 ①採択の通知を受けた場合は、同封の「住民参加型まちづくり事業補助金交 

付申請書（様式第１号）」に必要書類を添えて提出してください。交付申請 

書を確認後、「住民参加型まちづくり事業補助金交付決定通知書」を郵送し 

ます。 

 ②補助金の支払いは事業完了後、交付すべき補助金の額を決定した後に行い 

ます。ただし、事業完了前でも補助金の概算払（補助金交付決定額の９０％ 

以内の額）による交付ができますので、概算払を希望する場合は「住民参加 

型まちづくり事業補助金概算払請求書（様式第１０号）」を提出してくださ 

い。 
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■事業実施の留意事項 

 ①制度ＰＲへの協力 

作成するポスター・チラシ・看板などの展示物には、次の文言を入れてく 

ださい。 

    「令和８年度大鰐町住民参加型まちづくり事業」対象事業 

 ②事業の周知 

  作成したポスター・チラシ等を企画観光課にお持ちいただければ、町の公 

 共施設へのチラシの設置、ポスターの掲示、町ホームページへの掲載にご協 

 力いたします。また、広報おおわにへの掲載を希望する場合は、期間に余裕 

 を持ってご相談ください。 

 ③保険加入など事業の安全対策 

  無理のない計画で、十分に安全性を保ちながら事業を行ってください。保 

険に加入する際は、実施内容に対して補償内容が適切か確認してください。 

④備品や消耗品などの購入・賃借について 

 事業実施に必要な物品は、できる限り町内業者で購入してください。また、 

他団体が本制度を活用し購入した物品について、賃借可能な場合もあります。 

まずは企画観光課へお問合せいただき、可能な限り経費節減に努めてくださ 

い。 

 ⑤事業内容の変更等 

事業内容を大きく変更する場合（中止・廃止を含む）や事業費に３割以上 

の変更が生ずるときは、「住民参加型まちづくり事業補助金変更（中止・廃 

止）承認申請書（様式第３号）」に、事業計画書（別紙① 変更（中止・廃 

止）申請用）、事業収支予算書（別紙② 変更（中止・廃止）申請用）を添え 

て提出してください。まずは、事前にご相談ください。 

⑥事故の報告 

 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合 

は、早い段階でご相談ください。 

 ⑦補助金の増額 

  補助金の交付決定後の増額は認められませんので、ご注意ください。 

⑧領収書 

領収書の宛名は、申請団体名でもらってください。また、日付、金額、但 

し書きの記載があるか確認してください。 
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■事業完了後の手続き等 

 ①実績報告書の提出 

  事業に係る経費の支払いは、令和９年３月３１日までに終えてください。

事業完了後３０日以内、又は令和９年４月１０日のどちらか早い期日まで 

に「住民参加型まちづくり事業補助金実績報告書（様式第７号）」に必要書 

類を添えて提出してください。 

  【必要書類】①実績報告書（様式第７号） 

        ②事業収支報告書（別紙） 

        ③経費の支払を証明するもの（領収書の写し等） 

        ④事業概要を確認することができる書類（写真、チラシ等） 

※領収書など収支を明らかにする書類については、５年間保管してください。 

 

 ②補助金の額の確定 

提出された実績報告書などを町が審査し、補助金額を確定し、「住民参加 

型まちづくり事業補助金交付確定通知書」により、郵送で団体に通知します。 

なお、交付決定額よりも実支出額の方が少ない場合は、実支出額を交付確定  

額とし、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとしま 

す。 

交付確定の通知を受けた場合は、「住民参加型まちづくり事業補助金交付 

請求書（様式第９号）」を提出してください。 

  概算払により既に交付されており、補助金の交付確定額が交付済金額より 

少ない場合は、その差額を返還していただきます。 

 

 

■その他 

実施した住民参加型まちづくり事業については、町の広報やホームページ上

において公表させていただきます。 
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■応募から事業終了までの流れ 

 

 団体 応募書類作成・提出   

  

応募書類の確認 町 

 

住民参加型まちづくり審議会 

団体 
事業説明（プレゼンテーション）及び 

審議会委員によるヒアリング（質疑応答） 

※補助申請額が２０万円を超えない団体は書類 

審査のみも可。 

 

  

採択・不採択通知 町 

  

団体 補助金交付申請書（様式第１号）の提出  

  

補助金交付決定・通知 町 

 

団体 概算払請求書（様式第１０号）の作成・提出  

  

補助金の概算払い 町 

  

団体 事業実施 

 

団体 事業完了  

 

団体 実績報告書（様式第７号）の作成・提出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類の審査・補助金額の確定通知 町 

 

団体 補助金交付請求書（様式第９号）の作成・提出  

 

 補助金の精算 町 

 

事業終了後１か月以内 

または当該年度３月３１日までの 

いずれか早い日までに提出 

様式第１号の提出がされなければ、 

補助金は交付されません。 


